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◎ 議員はお祭りへの寄付や差し入れも禁止されています。

療
の
保
険
料
に
関
し
て
、
一
般
会
計
か

ら
の
繰
り
入
れ
を
含
め
、
低
所
得
者
層

に
何
ら
か
の
支
援
を
講
ず
る
べ
き
で
あ

り
反
対
と
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。
ま
た
、

横
山
の
最
終
処
分
場
の
跡
地
対
策
に
関

し
て
、
掘
り
起
こ
し
て
無
害
化
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
指

摘
が
な
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
ク
リ
ー
ン

セ
ン
タ
ー
の
建
設
に
関
し
て
周
辺
整
備

に
つ
い
て
は
、
地
元
の
要
望
を
き
ち
ん

と
整
理
で
き
た
段
階
で
、
再
度
提
案
し

直
す
べ
き
で
あ
り
反
対
と
の
意
見
が
出

さ
れ
た
。
ま
た
、
残
土
処
理
の
対
応
に

関
し
て
、
本
来
、
地
権
者
が
追
加
調
査

を
実
施
す
る
べ
き
で
あ
る
、
調
査
方
法

の
違
い
は
あ
る
が
、
一
地
点
か
ら
環
境

基
準
を
超
え
た
物
質
が
出
て
き
た
の
は

事
実
で
あ
り
、
そ
の
懸
念
が
払
拭
さ
れ

る
ま
で
は
整
備
す
る
べ
き
で
は
な
い
、

領
家
を
予
定
地
に
想
定
し
て
の
一
部
事

務
組
合
の
設
立
は
時
期
尚
早
で
あ
り
反

対
と
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。
こ
の
意
見

に
関
し
て
、
当
局
か
ら
用
地
取
得
に
つ

い
て
、
す
べ
て
の
土
壌
調
査
完
了
後
に

　

今
期
定
例
会
に
お
い
て
、
当
委
員
会

付
託
の
議
案
十
九
件
、
今
議
会
提
出
の

請
願
三
件
を
審
査
し
た
。

　

ま
ず
、
議
案
第
百
五
号
は
、
放
課
後

児
童
健
全
育
成
事
業
に
関
し
て
、
各
ク

ラ
ブ
の
格
差
を
是
正
し
て
い
く
べ
き
で

あ
る
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
と
子
ど
も

教
室
の
両
事
業
に
つ
い
て
、
制
度
や
内

容
の
周
知
徹
底
を
図
っ
て
い
く
べ
き
と

の
指
摘
が
な
さ
れ
た
。
次
に
、
介
護
保

険
、
国
民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者
医

一
部
事
務
組
合
で
の
取
得
も
含
め
検
討

し
た
い
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。
最
後
に
、

広
域
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
と
エ
コ
プ

ラ
ザ
に
関
し
て
、
二
億
円
の
積
立
金
を

津
山
市
負
担
分
と
し
て
リ
サ
イ
ク
ル
セ

ン
タ
ー
建
設
費
に
充
て
る
こ
と
等
を
含

め
検
討
し
、
機
能
面
や
費
用
面
か
ら
も

両
施
設
を
一
本
化
す
べ
き
で
は
な
い
か

と
の
指
摘
が
厳
し
く
な
さ
れ
た
が
採
決

の
結
果
、
議
案
第
百
五
号
は
、
賛
成
多

数
で
可
決
し
た
。

　

次
に
、
議
案
第
百
八
号
、
議
案
第
百

十
四
号
及
び
議
案
第
百
十
七
号
は
、
低

所
得
者
層
に
対
し
て
、
一
般
会
計
か
ら

の
繰
り
入
れ
を
含
め
て
、
何
ら
か
の
軽

減
措
置
を
講
じ
る
べ
き
で
あ
り
反
対
と

の
意
見
が
出
さ
れ
た
。
採
決
の
結
果
、

賛
成
多
数
で
可
決
し
た
。

　

次
に
、
議
案
第
百
十
二
号
、
議
案
第

百
二
十
六
号
、
議
案
第
百
二
十
九
号
、

議
案
第
百
三
十
三
号
、
議
案
第
百
三
十

六
号
、
議
案
第
百
四
十
一
号
、
議
案
第

百
四
十
二
号
、
議
案
第
百
四
十
三
号
、

議
案
第
百
四
十
四
号
、
議
案
第
百
四
十

五
号
、
議
案
第
百
四
十
六
号
、
議
案
第

百
四
十
七
号
、
議
案
第
百
五
十
一
号
、

議
案
第
百
五
十
九
号
及
び
議
案
第
百
六

十
三
号
は
、
審
査
の
結
果
、
全
員
一
致

で
可
決
し
た
。

　

次
に
、
請
願
第
十
一
号
及
び
請
願
第

十
二
号
は
趣
旨
に
賛
同
し
、
審
査
の
結

果
、
全
員
一
致
で
採
択
と
し
た
。
ま
た
、

請
願
第
十
五
号
は
引
き
続
き
調
査
研
究

の
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
審
査
の
結
果
、

全
員
一
致
で
継
続
審
査
と
し
た
。
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